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 平成３０年（２０１８年）７月５日  

厚 生 委 員 会 資 料  

健康福祉部文化・スポーツ担当 

（第５９号議案） 

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 プラザの名称及び位置は、次の表のとおりとする。 第２条 プラザの名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

東京都中野区中央三丁目１９番１

号 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

東京都中野区弥生町五丁目１１番

２６号 

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティ

プラザ 

東京都中野区白鷺三丁目１番１３

号 
 

名称 位置 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

東京都中野区中央三丁目１９番１

号 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

東京都中野区弥生町五丁目１１番

２６号 
 

 （施設）  （施設） 

第２条の２ プラザに設置する施設は、次の表のとおりとする。 第２条の２ プラザに設置する施設は、次の表のとおりとする。 

名称 施設 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

屋外運動広場 体育館 多目的ル

ーム トレーニングルーム 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

体育館 多目的ルーム トレーニ

ングルーム 温水プール 

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティ

プラザ 

体育館 多目的ルーム 第一会議

室 ミーティングルーム 温水プ

ール 
 

名称 施設 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

屋外運動広場 体育館 多目的ル

ーム トレーニングルーム 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

体育館 多目的ルーム トレーニ

ングルーム 温水プール 
 

 （指定管理者による管理）  （指定管理者による管理） 
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第２条の３ （略） 第２条の３ （略） 

２ 区長は、前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせようと

するときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

（平成１６年中野区条例第２号）第３条及び第４条の規定にかかわら

ず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。 

 

第２条の４・第３条 （略） 第２条の４・第３条 （略） 

 （休館日）  （休館日） 

第４条 プラザの休館日は、次の表のとおりとする。 第４条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。 

名称 休館日 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ及び中野区南部スポーツ・コ

ミュニティプラザ 

１ 毎月第１月曜日及び第３月曜

日（当該月曜日が国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下単に

「休日」という。）に当たるとき

は、その直後の休日でない日） 

２ １月１日から同月３日まで 

３ １２月２９日から同月３１日

まで 

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティ

プラザ 

１ 毎月第４月曜日（当該月曜日が

休日に当たるときは、その直後の

休日でない日） 

２ １月１日から同月３日まで 

３ １２月２９日から同月３１日

まで 
 

 ⑴ 毎月第１月曜日及び第３月曜日（当該月曜日が国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、

その直後の休日でない日） 

 ⑵ １月１日から同月３日まで 

 ⑶ １２月２９日から同月３１日まで 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（開館時間） （開館時間） 
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第５条 プラザの開館時間は、次の表のとおりとする。 第５条 プラザの開館時間は、次の表のとおりとする。 

名称 開館時間 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

午前９時３０分から午後８時４５

分まで 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

午前９時３０分から午後１１時ま

で 

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティ

プラザ 

午前９時（７月及び８月において

は、午前７時）から午後１０時４５

分（日曜日及び休日においては、午

後９時４５分）まで 
 

名称 開館時間 

中野区中部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

午前９時３０分から午後８時４５

分まで 

中野区南部スポーツ・コミュニティ

プラザ 

午前９時３０分から午後１１時ま

で 
 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第６条～第２０条 （略） 第６条～第２０条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表（第１２条、第１８条関係） 別表（第１２条、第１８条関係） 

 １ 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ  １ 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ 

  ⑴ （略）   ⑴ （略） 

  ⑵ 個人使用   ⑵ 個人使用 

単位時間 限度額 

施設名 

トレーニングルーム 

２時間以内 一般（高校生以上）４００円 
 

単位時間 限度額 

施設名 

トレーニングルーム 

２時間以内 一般（高校生以上）４００円 
 

 備考 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間２時間（２時間に

満たない場合は、２時間とする。）につき単位時間２時間以内の限度

額とする。 

 

 ２ 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ ２ 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ 

  ⑴ （略）   ⑴ （略） 
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  ⑵ 個人使用   ⑵ 個人使用 

単位時間 限度額 

施設名 

トレーニングルーム 温水プール 

２時間以内 一般（高校生以上）

４００円 

― 

１時間以内 ― 一般（高校生以上）３５０円 

中学生以下２００円 
 

単位時間 限度額 

施設名 

トレーニングルーム 温水プール 

２時間以内 一般（高校生以上）

４００円 

― 

１時間以内 ― 一般（高校生以上）３５０円 

中学生以下２００円 
 

 備考  

  １ 温水プールに係る就学前の幼児の利用については、無料とする。  

  ２ トレーニングルームに係る単位時間を超過した場合の限度額は、

超過時間２時間（２時間に満たない場合は、２時間とする。）につ

き単位時間２時間以内の限度額とする。 

 

  ３ 温水プールに係る単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間

１時間（１時間に満たない場合は、１時間とする。）につき単位時

間１時間以内の限度額とする。 

 

 ３ 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ  

  ⑴ 団体使用  

   ア 体育館  

単位時間 限度額 

平日 土曜日 日曜日及び休日 

午前９時～午後０

時 

２１，９００円 ２６，４００円 ２６，４００円 

午後１時～午後５

時 

３０，５００円 ３６，８００円 ３６，８００円 

午後６時～午後８ ２３，４００円 ２８，２００円 ４２，３００円 
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時３０分（日曜日及

び休日においては、

午後９時４５分） 

午後９時～午後１

０時３０分 

１０，０００円 １１，９００円 ― 

 

 備考  

  １ 体育館は、床面の２分の１ずつに分割して使用することができ

る。この場合において、当該体育館の使用に係る限度額は、この表

に定める限度額の１００分の５０に相当する額とする。 

 

  ２ 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに４００円とす

る。 

 

  ３ この表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日

をいう。 

 

   イ 温水プール  

区分 単位時間 限度額 

１コース １時間以内 ３，０００円 

全コース １時間以内 ２０，８００円 

子供用プール １時間以内 ２，１００円 
 

 

   ウ 多目的ルーム  

単位時間 限度額 

午前９時～午後０時 ９１０円 

午後１時～午後３時 ５２０円 

午後３時３０分～午後５時３０分 ５２０円 

午後６時～午後８時３０分（日曜日

及び休日においては、午後９時） 

７７０円（日曜日及び休日において

は、９１０円） 

午後９時～午後１０時３０分（日曜 ５２０円 
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日及び休日を除く。） 

 備考 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに４００円とす

る。 

   エ 第一会議室  

単位時間 限度額 

午前９時～午後０時 ５２０円 

午後１時～午後５時 ７７０円 

午後６時～午後８時３０分（日曜日

及び休日においては、午後９時） 

５２０円 

午後９時～午後１０時３０分（日曜

日及び休日を除く。） 

２６０円 

 

 

 備考 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに４００円とす

る。 

 

   オ ミーティングルーム  

単位時間 限度額 

午前９時～午後０時 ５２０円 

午後１時～午後３時３０分 ３９０円 

午後４時～午後６時３０分 ３９０円 

午後７時～午後９時 ３９０円 
 

 

  ⑵ 個人使用  

   ア 体育館  

単位時間 限度額 

午前９時～午後０時 各単位時間１回につき 

一般（高校生以上）３６０円 

中学生以下１７０円 

午後１時～午後５時 

午後６時～午後８時３０分（日曜日
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及び休日においては、午後９時４５

分） 

 

午後９時～午後１０時３０分（日曜

日及び休日を除く。） 
 

   イ 温水プール  

単位時間 限度額 

２時間以内 一般（高校生以上）６００円 

中学生以下２８０円 

１時間以内 一般（高校生以上）３００円 

中学生以下１４０円 
 

 

 備考  

  １ 就学前の幼児の利用については、無料とする。  

  ２ 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間１時間（１時間に

満たない場合は、１時間とする。）につき単位時間１時間以内の限

度額とする。 

 

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の３

に１項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

 

 （準備行為）  

２ 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の規定による中野

区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの施設及び附帯設備（器具を含

む。）の使用に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前におい

ても行うことができる。 
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